
当事業所は、利用者に対して指定認知症対応型共同生活介護サービス（短期利用型サー

ビスも含む。）を提供します。施設の概要・提供されるサービスの内容及び契約上ご注意い

ただきたいことを説明します。 

 

Ⅰ．経営法人の概要 

法 人 名 社会福祉法人 善 隣 会 

所 在 地 山梨県甲府市和田町２９４８番地６ 

電 話 番 号 ０５５－２５３－７２３１・７２３２ 

代 表 者 氏 名 理 事 長 廣 瀬 朱 實 

設 立 年 月 日 昭和５０年６月２５日 

Ⅱ．事業所概要 

事 業 所 名 グループホーム 山 径 

事 業 所 の 目 的 

指定認知症対応型共同生活介護の適正な運営を確保するために

人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の指定認知症対

応型共同生活介護の提供に当たる職員が、要介護状態にあって

認知症の状態にある高齢者に対し、適正な指定認知症対応型共

同生活介護事業（短期利用型も含む。）を提供することを目的と

する。 

事業所の運営方針 

介護保険制度に基き認知症の状態にある者について、共同生活

住居において家庭的な環境の下で入浴・排泄・食事等の介護そ

の他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用

者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう努めるものとする。 

所 在 地 山梨県甲府市和田町２９４８番地６ 

電 話 ・ Ｆ Ａ Ｘ 電話番号 055(255)1217  ＦＡＸ 055(255)1218 

管 理 者 職 氏 名 所 長  相原 司 

開 設 年 月 日 平成１４年１１月１日 

介護保険事業者番号 １９７０１０１０９１ 

入 所 定 員 9 名（短期利用は入所定員内に限り、1名） 

居 室 の 概 要 
11.2㎡ ８室（個室、和室４室・洋室４室） 

11.9㎡ １室（個室、洋室） 

共 用 施 設 の 概 要 
トイレ（３ヶ所）、キッチン、リビング・ダイニング、浴室、 

脱衣室、洗濯コーナー、多目的室、その他 

緊急対応、防犯防災

設 備 等 の 概 要 

ナースコール（各居室、トイレ）、火災報知器、消火器、屋内

消火栓等 

Ⅲ．協力医療機関 

医 療 機 関 名 主   な   診   療   科   目 

花園病院 精神、神経 

甲府共立病院 内科、整形、呼吸器、眼科、耳鼻科 

順聖クリニック 脳神経、外科、皮膚、リハ、内科 



ふじ内科クリニック 内科 

歯科 笠井 歯科 

 ＊医療連携体制として、特別養護老人ホーム尚古園の看護師と週二回の身体チェックと

24時間における医療連絡体制を実施。 

＊協力医療機関での優先的な治療・入院を保証するものではありません。また、協力医

療機関での治療・入院を義務付けるものでもありません。 

Ⅳ．職員体制 

管理者（所長） １名（特養兼務） 

計画作成担当者 １名（介護職員兼務） 

介護職員 ６名以上 

 ＊職員体制については、厚生労働大臣が定める基準に適合する職員を配置されている。 

Ⅴ．勤務体制 

昼間の体制 早 番   １名  ７：３０～１６：３０ 

日 勤 １～２名  ８：３０～１７：３０ 

遅 番   １名 １０：３０～１９：３０ 

夜間の体制 夜 勤   １名 １７：００～ ９：００ 

Ⅵ．サービス及び利用料金 

給付対象サービス 

食事・排泄・入浴・機能訓練・相談援助等は、要介護度に応じ

て包括的に提供され、１割又は２割又は３割が自己負担となり

ます。（別紙料金表参照） 

給付対象外サービス 
別紙料金表に従い、利用に応じてその全額が自己負担となりま

す。 

個人消耗品等の費用 別紙料金表による。 

その他のサービス 別紙料金表による。 

Ⅶ．事故発生時の対応 

   指定認知症対応型共同生活介護サービス提供中に事故が発生したときは、次のとお

りの対応をします。 

   ①速やかにご家族等に報告するとともに、必要の応じて協力医療機関等に連絡し、

指示を受けます。 

   ②必要に応じて保険者である市町村に連絡します。 

   ③事業所の責に帰すべき事由により、事故が発生したときには、損害賠償を速やか

に行います。 

   ④事故が発生した時は、その原因を究明し、スタッフ会議等において再発防止策を

検討する等、再発防止に取り組みます。 

Ⅷ．非常災害対策 

   当事業所では、別に定める「消防計画」に則り、定期的に防災訓練を行う等の非常

災害対策を実施しています。また、消防関係法令に定められた設備を設置しており、

カーテン等は防炎性能のあるものを使用しています。 



Ⅸ．苦情の受付けについて 

（１）当事業所における苦情の受付け 

   ○苦情受付け窓口（担当者） 

     所  長    相原 司 

   ○苦情受付け時間 

     毎週月曜日～金曜日 ９：００～１６：００ 

   ○緊急の場合は時間外であっても受け付けます。また、担当者不在のときは代りの

職員が対応します。 

（２）行政機関その他苦情受付け機関 

甲府市福祉保健部 

介護保険課 

 

所在地 甲府市丸の内１－１８－１ 

電 話 ０５５－２３７－５４７３ 

ＦＡＸ ０５５－２３６－０１１８ 

山梨県国民健康保険団

体連合会(介護サービ

ス苦情処理担当) 

所在地 甲府市蓬沢１－１５－３５ 

電 話 ０５５－２２３－９２０１ 

ＦＡＸ ０５５－２３３－１２０４ 

   ○受付け時間等は直接お尋ねください。 

   ○上記の機関のほか、出身市町村でも苦情受付けを行っていますので、各市町村役

場にお尋ねください。 

Ⅹ．第三者評価の実施状況 

  現在、当施設では第三者評価を受けています。 

  聞き取り調査日：令和３年１２月９日 

  評価機関名：社会福祉法人 山梨県社会福祉協議会 

評価結果については、施設内とURL：↓ 

https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyokekka.nsf/aHyokaKekka?

OpenAgent&TDFK=19 にて開示しております 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyokekka.nsf/aHyokaKekka?OpenAgent&TDFK=19
https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyokekka.nsf/aHyokaKekka?OpenAgent&TDFK=19


令和  年  月  日 

認知症対応型共同生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明

を行いました。 

 

グループホーム山径 

説明者 

              職 名 

 

氏 名                  ㊞ 

 

 私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 

利用者氏名 

契約者 

住 所 

 

氏 名                  ㊞ 

 

続 柄 

 

※この重要事項説明書は、厚生省令第 39号（平成 12年 3月 31日）第４条の規定に基づき、

入所申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 


